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今
年
は
柿
が
豊
作
な
の

か
、
方
々
か
ら
頂
く
。

　

あ
り
が
た
く
頂
い
て
、

お
い
し
く
食
べ
て
い
た

が
、
い
つ
の
ま
に
か
玄
関

先
に
食
べ
き
れ
な
い
量
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

友
人
宅
に
持
っ
て
い
っ

た
ら
、
そ
の
家
で
も
玄
関

先
に
柿
が
山
積
み
で
、
渡

す
こ
と
が
で
き
ず
、
結

局
、
家
に
そ
の
ま
ま
持
ち

帰
っ
て
き
た
。

　

子
ど
も
の
こ
ろ
は
競
っ

て
食
べ
た
物
が
、
今
は
人

気
が
な
い
。
わ
が
家
で
も

子
ど
も
は
食
べ
な
い
が
、

私
は
意
地
に
な
っ
て
食
べ

て
い
る
。
お
か
げ
で
お
腹

を
壊
し
て
し
ま
い
、
変
な

意
地
は
体

に
良
く
な

い
と
知
っ

た
。

豊
作
の
柿

市
長
の
ひ
と
こ
と

小
平
市
長
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職　

種

第
一
種
保

育
福
祉
員

学
童
ク
ラ

ブ
指
導
員

採
用

予
定

人
数

６
人

５
人

主
な
勤
務
内
容

次
の
各
保
育
園
で
の
保
育

大
沼
保
育
園（
夕
勤
務
２
人
）、

津
田
保
育
園（
朝
勤
務
１
人
）、

小
川
保
育
園（
朝
勤
務
１
人
、

夕
勤
務
１
人
）、
花
小
金
井
保

育
園
（
朝
勤
務
１
人
）

週
６
日
以
内
（
交
代
勤
務
）

学
童
ク
ラ
ブ
で
の
指
導
業
務

週
５
日
ま
た
は
６
日
勤
務

応
募
資
格

昭
和　

年
４
月
２
日

２７

以
降
に
生
ま
れ
た
方

昭
和　

年
４
月
２
日

２７

以
降
に
生
ま
れ
、
教

員
あ
る
い
は
保
育
士

の
資
格
を
有
す
る

方
、
ま
た
は
子
育
て

経
験
の
あ
る
方

平成２４年度採用
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市
で
は
、
耐
震
・
バ
リ
ア
フ

リ
ー
・
省
エ
ネ
改
修
を
行
っ
た

住
宅
に
つ
い
て
、
固
定
資
産
税

の
減
額
を
行
い
ま
す
（
下
表
参

照
）。

　

減
額
措
置
を
受
け
る
に
は
、

原
則
、
改
修
工
事
完
了
後
３
か

月
以
内
の
申
請
が
必
要
で
す
。

要
件
や
提
出
書
類
な
ど
、
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　

税
務
課
家
屋
評
価
係

緯　

（
３
４
６
）
９
５
２
５

０４２

　

平
成　

年
度
の
市
民
税
・
都

２４

民
税
（
住
民
税
）
の
主
な
改
正

点
は
次
の
と
お
り
で
す
。

怯
扶
養
控
除
の
見
直
し（
表
１
）

　

一
般
扶
養
親
族
の
う
ち
、　
１６

歳
未
満
の
扶
養
控
除
が
廃
止
さ

れ
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
特
定
扶
養

親
族
（
控
除
額　

万
円
）
で
あ

４５

っ
た　

歳
以
上　

歳
未
満
の
扶

１６

１９

養
親
族
が
、
一
般
扶
養
親
族

（
控
除
額　

万
円
）
に
変
更
に

３３

な
り
ま
す
。

怯
同
居
特
別
障
害
者
加
算
の
変

更
（
表
２
）

　

こ
れ
ま
で
扶
養
控
除
に
加
算

さ
れ
て
い
た
同
居
特
別
障
害
者

加
算
を
、
特
別
障
害
者
控
除
の

額
に　

万
円
を
加
算
す
る
仕
組

２３

み
に
変
更
さ
れ
ま
す
。
な
お
、

　

歳
未
満
の
扶
養
親
族
の
場
合

１６も
、
同
居
特
別
障
害
者
加
算
を

含
む
障
害
者
控
除
は
こ
れ
ま
で

ど
お
り
適
用
さ
れ
ま
す
。

怯
寄
附
金
控
除
の
適
用
下
限
額

の
変
更

　

寄
附
金
控
除
の
適
用
下
限
額

が
、
５
千
円
か
ら
２
千
円
に
引

き
下
げ
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
寄

附
金
控
除
を
受
け
る
た
め
に

は
、
寄
附
先
か
ら
の
領
収
書
な

ど
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

大
切
に
保
管
し
て
お
い
て
く
だ

さ
い
。

問
合
せ　

税
務
課
市
民
税
普
通

徴
収
係
緯　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

２
２
、
市
民
税
特
別
徴
収
係
緯

　

（
３
４
６
）
９
５
２
３

０４２

主
な
申
込
資
格　

次
の
陰
～
吋

を
す
べ
て
満
た
す
方

陰
市
内
に
居
住
す
る
成
年
者

（
外
国
人
登
録
者
を
含
む
）

隠
同
居
親
族
が
い
る

韻
世
帯
の
所
得
が
定
め
ら
れ
た

基
準
内
で
あ
る

吋
住
宅
に
困
っ
て
い
る

※
詳
し
く
は
、
募
集
の
案
内
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
込
書
の
配
布
期
間　
　

月　
１１

２１

日
（
月
）
～　

日
（
水
）

３０

※
配
布
場
所
・
時
間
は
申
込
み

先
と
同
じ
。
た
だ
し
、
市
民
課

で
は　

月　

日
（
土
）
の
午
前

１１

２６

８
時　

分
か
ら
午
後
０
時　

分

３０

１５

ま
で
も
配
布
し
ま
す
。

申
込
み　

▽
送
付
…　

月
７
日

１２

（
水
）
ま
で
（
必
着
）
に
、
提

出
書
類
を
市
民
課
へ
送
付

▽
持
参
…　

月　

日
（
月
）
か

１１

２１

ら　

日
（
水
）
ま
で
に
提
出
書

３０
類
を
市
民
課
（
市
役
所
１
階
）、

東
部
・
西
部
出
張
所
、
動
く
市

役
所
へ
持
参

※
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
。
た

だ
し
、
市
民
課
で
は　

月　

日

１１

２６

（
土
）の
午
前
８
時　

分
か
ら
午

３０

後
０
時　

分
ま
で
も
受
付
。

１５

※
動
く
市
役
所
の
場
合
は
、
事

前
に
巡
回
会
場
・
日
時
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

※
市
民
課
で
は
相
談
も
行
い
ま

す
（
ほ
か
は
受
付
の
み
）。

問
合
せ　

市
民
課
緯　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
２
０

募
集
要
項
・
申
込
書
の
配
布　

　

月　

日
（
水
）
ま
で
、
保
育

１１

３０

課
の
窓
口
で
配
布

申
込
み　
　

月　

日
（
水
）
ま

１１

３０

で
に
、
申
込
書
類
を
問
合
せ
先

へ
持
参

問
合
せ　

保
育
課
緯　

（
３
４

０４２

６
）
９
６
０
１

 
勤
務
内
容　

仲
町
図
書
館
に
お

け
る
図
書
館
業
務
補
助
ほ
か

勤
務
日　

平
成　

年
１
月
４
日

２４

（
水
）
～
３
月　

日
（
土
）　

３１

週
５
日
程
度

※
１
日　

時
間
。

５.５

応
募
資
格　

失
業
中
（
新
た
に

求
職
活
動
を
行
う
場
合
を
含

む
）
の
方

募
集
人
数　

１
人

緊
急
雇
用
創
出
事
業

臨
時
職
員
を
募
集

賃　

金　

時
給
８
百　

円
７０

申
込
み　
　

月　

日
（
水
）
ま

１１

３０

で
に
、
履
歴
書
（
写
真
を
は
っ

た
も
の
）、
失
業
中
で
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
書
類
（
お
持

ち
の
方
の
み
）
を
問
合
せ
先
へ

本
人
が
持
参

問
合
せ　

仲
町
図
書
館
緯　
０４２

（
３
４
４
）
７
１
５
１

 　

市
民
を
対
象
に
、
市
内
の
都

営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま

す
。

募
集
す
る
住
宅　

世
帯
向
（
一

般
募
集
住
宅
）
…
２
戸

※
美
園
町
一
丁
目
、
小
川
西
町

二
丁
目

※
３
人
以
上
の
世
帯
向
住
宅
の

入
居
登
録
者
を
募
集
し
ま
す
。

地
元
割
当
都
営
住
宅

入
居
者
募
集

募
集
職
種
・
採
用
予
定
人
数
・

応
募
資
格　

左
表
の
と
お
り

試
験
日　
　

月　

日
（
日
）

１２

１１

採
用
試
験
要
項
・
申
込
書
の
配

布　
　

月　

日
（
月
）
ま
で

１１

２８

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
）、
職
員
課
（
市
役
所
３

階
）、
東
部
・
西
部
出
張
所
で

配
布

※
送
付
で
請
求
す
る
場
合
は
、

応
募
職
種
を
明
記
し
、
百　

円
２０

切
手
を
は
っ
た
返
信
用
封
筒

（
角
型
２
号
）
を
同
封
し
て
、

問
合
せ
先
へ
請
求
し
て
く
だ
さ

い
。

※
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

採
用
試
験
要
項
・
試
験
申
込
書

類
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

申
込
み　

▽
持
参
…　

月　

日

１１

２４

（
木
）
か
ら　

日
（
月
）
ま
で

２８

に
、
提
出
書
類
を
問
合
せ
先
へ

持
参（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）。

▽
送
付
…　

月　

日
（
月
）
ま

１１

２８

で
（
消
印
有
効
）
に
、
提
出
書

類
を
問
合
せ
先
へ
送
付

▽
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
…　

月　
１１

２８

日
（
月
）
ま
で
、
東
京
電
子
自

治
体
共
同
運
営
サ
ー
ビ
ス
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、
申
込
み
が

で
き
ま
す
。

※
提
出
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は

採
用
試
験
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　

職
員
課
（
〒　

們
８

１８７

７
０
１　

小
平
市
役
所
）
緯　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
１
４

職
種
・
採
用
予
定
人
数
・
応
募

資
格　

左
表
の
と
お
り

募
集
要
項
・
申
込
書
の
配
布　

　

月
１
日
（
木
）
ま
で
（
土
曜
・

１２日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
職
員

課
（
市
役
所
３
階
）、
東
部
・
西

部
出
張
所
で
配
布

※
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

募
集
要
項
・
申
込
書
類
を
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申
込
み　
　

月
１
日
（
木
）
ま

１２

で
に
、
申
込
書
類
を
問
合
せ
先

へ
持
参

※
提
出
書
類
、
勤
務
時
間
な

ど
、
詳
し
く
は
募
集
要
項
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

職
員
課
緯　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
１
４

　

市
民
の
皆
さ
ん
の
教
育
に
関

す
る
意
識
や
実
態
を
把
握
し
、

平
成　

年
度
に
策
定
す
る
小
平

２４

市
教
育
振
興
基
本
計
画
の
基
礎

資
料
と
し
て
役
立
て
て
い
く
た

め
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま

す
。
な
お
、
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙

は
対
象
者
へ　

月
中
旬
に
送
付

１１

し
ま
し
た
。
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

対　

象　

平
成　

年　

月　

日

２３

１０

３１

現
在
、
市
内
在
住
の　

歳
以
上

２０

で
、
無
作
為
抽
出
に
よ
り
選
ば

れ
た
方

回
答
方
法　
　

月　

日
（
水
）

１１

３０

ま
で
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
に

記
入
の
う
え
、
同
封
の
返
信
用

封
筒
で
送
付

怯
学
校
教
育
に
関
す
る
ア
ン
ケ

ー
ト

　

ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
は
、
市
立

学
校
、
市
内
の
幼
稚
園
や
保
育

園
を
通
じ
て
、
抽
出
条
件
に
応

じ
た
児
童
・
生
徒
の
保
護
者
の

方
に
配
付
し
ま
し
た
。
詳
し
く

は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

教
育
庶
務
課
緯　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
６
８

 　

市
で
は
、
平
成　

年
４
月
１

２４

日
か
ら
、
自
宅
で
０
歳
～
２
歳

の
児
童
を
保
育
し
て
く
だ
さ
る

方
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

開
設
す
る
た
め
に
は
一
定
の

要
件（
保
育
士
・
教
員
・
助
産
師
・

保
健
師
・
看
護
師
の
資
格
な
ど
）

が
必
要
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

い
た
だ
く
か
、
小
平
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

小

平

市

認
定
家
庭
福
祉
員

（
保
育
マ
マ
）を
募
集

市
民
税
・
都
民
税
の
改
正

市
民
税
・
都
民
税
の
改
正
点点

職　

種

一
般
事
務

採
用
予
定

人　
　

数

８
人

応
募
資
格

　

昭
和　

年
４
月
２
日
以
降
平
成
６
年
４
月

５７

１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

嘱
託
職
員
募
集

　耐震・バリアフリー・省エネ改修を行った場合の減額措置　
省エネ改修バリアフリー改修

・平成２０年１月１日以前に建築され
た住宅
・一定の要件を満たし（省エネ基準
適合工事の証明が必要）、費用が
３０万円以上の省エネ改修を施工

・平成１９年１月１日以前に建築された住宅
・６５歳以上の方、要介護または要支援認定を受
けている方、障がいのある方のいずれかが居
住している
・一定の要件を満たし、費用が３０万円以上（補
助金などを除く）のバリアフリー改修を施工

対　象

改修工事が完了した年の翌年度分期　間
１戸当たり１２０釈の床面積相当分ま
での家屋にかかる固定資産税の３分
の１を減額

１戸当たり１００釈の床面積相当分（賃貸部分を除
く）までの家屋にかかる固定資産税の３分の１
を減額

減税額

※耐震改修による減額および新築住宅軽減との重複した適用は不可。

耐　　震　　改　　修
・昭和５７年１月１日以前に建築された住宅
・現行の耐震基準に適合させるよう一定の要件を満たし（耐震基準適合工事の証明が
必要）、費用が３０万円以上の耐震改修を施工

対　象

改修工事が完了した年の翌年度分から一定期間（最長で２年間）期　間
１戸当たり１２０釈の床面積相当分までの、家屋にかかる固定資産税の２分の１を減額減税額

※いずれの改修も原則として、工事の完了後３か月以内に必要書類を添付した申請が必要です。

教
育
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
を

（平成24年1月1日時点での年齢）

年
齢70歳～

老人扶養控除
38万円

（所 48万円）

同居老親加算
7万円

（所 10万円）

23～69歳

一般扶養控除
33万円

（所 38万円）

扶養親族
控除対象扶養親族

19～22歳

特定扶養控除
45万円

（所 63万円）

16～18歳～15歳

（所）…所得税の控除額
適用期間　住民税：平成24年度から

所得税：平成23年分から

平成24年度
より廃止

一般扶養控除
33万円

（所 38万円） 一般扶養控除
33万円

（所 38万円）

平成24年度
より廃止

上乗せ分
（12万円）
（所 25万円）
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年
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月
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ら
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方
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外
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月
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号
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せ
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６
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９
５
１
４
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平
成　

年
度
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表１　住民税における扶養控除見直しの全体像

同居特別障害者加算
23万円

（所 35万円）
特別障害者控除
30万円

（所 40万円）

＋扶養控除
33万円

（所 38万円）
※一般扶養親族の場合。

これまで

特別障害者控除
30万円

（所 40万円）

＋扶養控除
33万円

（所 38万円）

同居特別障害者加算
23万円

（所 35万円）

※一般扶養親族の場合。

平成24年度より

（所）…所得税の控除額

適用期間　住民税：平成24年度から
所得税：平成23年分から

表２　住民税における同居特
別障害者加算の変更

嘱
託
職
員
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集

（
第
一
種
保
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福
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ク
ラ
ブ
指
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）
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年
４
月
採
用

２４
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